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第 52 号議案 三宮バスタ ーミ ナルの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の件

（ 概要）  

 

 

1.  条例制定の理由 

 三宮周辺地区における「 バス乗り 場が分散し ていてわかり にく い」 などの交通結節点

と し ての課題解消に向け、 中・ 長距離バスを 集約するためには、 国が整備する新たなバ

スタ ーミ ナル（ Ⅰ期） と 既存の三宮バスタ ーミ ナル（ ミ ント 神戸１ 階） の一体的な運用

が必要である。一体的な運用を実現するために、令和２ 年に改正さ れた道路法に基づき 、

当該施設を特定車両停留施設（ 道路法上の道路附属物） に指定し 、 民間の知見やノ ウハ

ウが活用でき る公共施設等運営権（ コ ンセッ ショ ン） 方式の導入を 目指し ている。  

こ のたび、民間資金等の活用によ る公共施設等の整備等の促進に関する法律（ 以下、

「 PFI 法」 と いう 。） 第 18 条の規定に基づき 、 三宮バスタ ーミ ナルの公共施設等運営権

に係る実施方針を 定めるにあたり 、 条例を 制定する。  

 

2.  条例の概要 

PFI 法第 18 条第２ 項の規定に基づき 、 民間事業者の選定の手続、 公共施設等運営権

者が行う 公共施設等の運営等の基準及び業務の範囲、 利用料金に関する事項を 条例に

定める。  

  （ 第４ 条）  民間事業者の選定の手続き  

  （ 第５ 条）  運営等の基準 

  （ 第６ 条）  業務の範囲 

 （ 第７ 条）  利用料金 

 

3.  コ ンセッ ショ ン手続き のスケジュ ール（ 予定）  

令和５ 年  ８ 月 31 日 実施方針の策定の見通し 公表 

 令和５ 年度 第３ 四半期 実施方針の公表 

  特定事業の選定 

第４ 四半期 募集要項等の公表 

令和６ 年度 第３ 四半期 優先交渉権者の選定 

第４ 四半期 契約の締結 

 

 

  

資料 2－1



- 2 - 

 

位置図 
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ 平成 11 年法律第 117 号） 

 

（ 実施方針に関する条例）  

第十八条 公共施設等の管理者等( 地方公共団体の長に限る。 ) は、 前条に規定する場合に

は、 条例の定める と こ ろ により 、 実施方針を定めるも のと する。  

２  前項の条例には、 民間事業者の選定の手続、 公共施設等運営権者が行う 公共施設等の

運営等の基準及び業務の範囲、 利用料金に関する事項その他必要な事項を定めるも のと

する。  

 

 ( 実施方針)  

第五条 公共施設等の管理者等は、 第七条の特定事業の選定及び第八条第一項の民間事業

者の選定を行おう と すると き は、 基本方針にのっ と り 、 特定事業の実施に関する方針( 以

下「 実施方針」 と いう 。 ) を 定めるこ と ができ る。  

２  実施方針は、 特定事業について、 次に掲げる事項を具体的に定めるも のと する。  

一 特定事業の選定に関する事項 

二 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

五 事業契約( 選定事業( 公共施設等運営事業を 除く 。 ) を 実施するため公共施設等の管理

者等及び選定事業者が締結する契約を いう 。 以下同じ 。 ) の解釈について疑義が生じ た

場合における措置に関する事項 

六 事業の継続が困難と なっ た場合における措置に関する 事項 

七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

（ 公共施設等運営権に関する 実施方針に関する記載事項の追加）  

第十七条 公共施設等の管理者等は、 公共施設等運営権が設定さ れるこ と と なる民間事業

者を 選定し よう と する場合には、 実施方針に、 第五条第二項各号に掲げる事項のほか、

次に掲げる事項を 定めるも のと する。  

一 選定事業者に公共施設等運営権を 設定する旨 

二 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容 

三 公共施設等運営権の存続期間 

四 第二十条の規定により 費用を 徴収する場合には、 その旨( あら かじ め徴収金額を 定

める場合にあっ ては、 費用を 徴収する旨及びその金額)  

五 第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めよう と する事項及び

その解釈について疑義が生じ た場合における措置に関する事項 

六 利用料金に関する事項 

（参考） 

根拠法令 
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第  52 号 議 案  

   三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 実 施 方 針 に 関 す る 条 例 の 件  

 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 実 施 方 針 に 関 す る 条 例 を 次 の よ

う に 制 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 14日 提 出  

                    神 戸 市 長  久   元   喜   造   

   三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 実 施 方 針 に 関 す る 条 例  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 民 間 資 金 等 の 活 用 に よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 11年 法 律 第 117号 。 以 下 「 民 間 資 金 法 」 と い う 。） 第 18条 の 規 定 に

基 づ き 、 神 戸 市 中 央 区 雲 井 通 ７ 丁 目 301番 ほ か に 所 在 す る 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル

の 運 営 権 に 係 る 実 施 方 針 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

 ( 1)  運 営 権  民 間 資 金 法 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 公 共 施 設 等 運 営 権 を い う 。  

 ( 2)  実 施 方 針  民 間 資 金 法 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 実 施 方 針 を い う 。  

 ( 3)  選 定 事 業 者  民 間 資 金 法 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 選 定 事 業 者 を い う 。  

 ( 4)  運 営 等  民 間 資 金 法 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 運 営 等 を い う 。  

 ( 5 )  運 営 権 者  民 間 資 金 法 第 ９ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 公 共 施 設 等 運 営 権 者 を い う 。  

 （ 運 営 権 の 設 定 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 民 間 資 金 法 第 16条 の 規 定 に よ り 、 選 定 事 業 者 に 、 三 宮 バ ス タ ー

ミ ナ ル の 運 営 等 に 係 る 運 営 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。  

 （ 民 間 事 業 者 の 選 定 の 手 続 ）  

第 ４ 条  前 条 の 規 定 に よ り 選 定 事 業 者 と し て 選 定 さ れ よ う と す る 民 間 事 業 者 は 、

三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 の 事 業 の 実 施 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 事 業 計 画 」 と

い う 。） を 記 載 し た 書 類 そ の 他 規 則 で 定 め る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合
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す る と 認 め た 者 を 選 定 事 業 者 と し て 選 定 す る 。  

 ( 1)  事 業 計 画 の 内 容 が 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 に 係 る 業 務 の 適 正 か つ 確 実

な 実 施 の た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。  

 ( 2)  三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な 経 理

的 基 礎 及 び 技 術 的 能 力 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

 （ 運 営 等 の 基 準 ）  

第 ５ 条  運 営 権 者 は 、 三 宮 駅 周 辺 に 点 在 す る バ ス 停 留 所 を 効 率 的 か つ 効 果 的 に 集

約 し 、 利 用 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ 、 公 共 交 通 利 用 の 促 進 を 図 り 、 及 び 道 路 交 通

の 円 滑 化 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 と 国 が 神 戸 市

中 央 区 雲 井 通 ５ 丁 目 325番 に 整 備 す る バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 を 一 体 的 に 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

２  運 営 権 者 は 、 市 長 が 定 め る 基 準 に 従 い 、 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

３  停 留 時 間 、 停 留 方 法 そ の 他 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 運 営 等 に つ い て 必 要 な 事 項

は 、 運 営 権 者 が 市 長 と 協 議 し て 定 め る 。  

 （ 業 務 の 範 囲 ）  

第 ６ 条  運 営 権 者 が 行 う 業 務 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 と す る 。  

 ( 1)  運 営 権 を 設 定 し た 施 設 の 運 営 に 関 す る 業 務  

 ( 2)  運 営 権 を 設 定 し た 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 業 務  

 ( 3)  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 定 め る 業 務  

 （ 利 用 料 金 ）  

第 ７ 条  三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル に 車 両 を 停 留 し よ う と す る 者 は 、 民 間 資 金 法 第 23条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 届 出 の あ っ た 利 用 料 金 を 運 営 権 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な

い 。  

２  運 営 権 者 は 、 利 用 料 金 を 定 め よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 利 用 料 金 を 変 更 し よ

う と す る と き も 、 同 様 と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 運 営 権 者 か ら 届 け 出 ら れ た 利 用 料 金 が 道 路 法 （ 昭

和 27年 法 律 第 180号 ） 第 48条 の 40第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 48条 の 35第 ２
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項 の 規 定 に 違 反 す る と 認 め る と き は 、 運 営 権 者 に 対 し 、 期 限 を 定 め て 、 そ の 利

用 料 金 を 変 更 す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 運 営 権 者 か ら 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 受 け た と き は 、 前 項 に 規 定

す る と き を 除 き 、 当 該 届 出 の 内 容 を 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方

法 で 公 示 す る も の と す る 。  

 （ 施 行 細 目 の 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

理     由  

 三 宮 バ ス タ ー ミ ナ ル の 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 実 施 方 針 を 定 め る に 当 た り 、 条

例 を 制 定 す る 必 要 が あ る た め 。  

 


